
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

　　　　　　　　　　　　平成１４年１０月７日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ソフトクリームデコレーション装置

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　ソフトクリーム製造機の絞り口部分と本装置との間をチューブを介して接続し、
シロップ状の香料等を注入することによって、ソフトクリームに色や香りをつける
などのデコレーションを行う装置である。

○構造、仕様、意匠
　電源ユニット、コントロール回路、シロップ用加圧抽出ポンプ等により構成さ
れている。
　この装置自体には、冷却装置は有していない。
　
○ 主な使用者、販売先
ソフトクリーム販売店、ソフトクリーム製造関連機器事業者

２　対象・非対象の解釈

　非対象として取り扱う。

（理由）
  シロップ状の香料等を抽出する機器に該当する電気用品名がないことから、電気
用品安全法上は、非対象として取り扱うものと判断する。
　


